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年度更新手続要領 
 
 
海外派遣に係る特別加入者の労働保険年度更新手続きについては以下の要領に従って、手続き

を行ってください。 
 
 
１．提出書類について 
 
関係書類の提出先及び提出期限等は下記のとおりです。 
関係書類については、期限までに提出されないと給付基礎日額の変更承認が受けられない場合

や、保険給付が受けられない場合がありますので、提出期限は厳守願います。 
なお、労働保険事務組合に事務を委託している場合、労働保険事務組合を通じて手続きをする

ことになりますので、事務を委託している事務組合にご確認ください。 
 

書    類    名 作成部数 提出部数 提   出   先 提出期限 

① 第３種特別加入保険料申告内
訳（海特様式第１号） ３部 ２部 所轄労働基準監督署 

又は労働保険徴収室 ７月１０日 

② 第３種特別加入保険料申告内
訳名簿（海特様式第２号） ３部 ２部 所轄労働基準監督署 

又は労働保険徴収室 ７月１０日 

③ 特別加入保険料算定基礎額特
例計算対象者内訳（別紙様式

第１号） 
２部 １部 所轄労働基準監督署 

又は労働保険徴収室 ７月１０日 

④ 労働保険概算・確定保険料
申告書 １部 １部 

金融機関（同時納付の場合） 
所轄労働基準監督署 
又は労働保険徴収室 

７月１０日 

※ 提出期限について、７月１０日が土・日曜日の場合、月曜日（７月１１日又は１２日）と
なります。 

 
上記①から③まで及び「特別加入申請書」等はホームページから入手できます。 
・岩手労働局ホームページ（法令･様式集） 

http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_yoush

ikishu.html 

・検索キーワード 
法令･様式集  岩手労働局  特別加入 

 
 
２．特別加入保険料の算定 
 
（１）特別加入保険料の基本的な考え方 

 
  特別加入者の保険料については、承認を受けた給付基礎日額により算定される保険料算定 

基礎額（Ｐ８「特別加入保険料算定基礎額表」を参照。）に、第３種特別加入保険料率（1000
分の３）を乗じて得た額が年間の特別加入保険料となります。 

http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_yoush
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＜計算例＞ 承認を受けた給付基礎日額が１２，０００円の場合。 

 
    ４，３８０，０００円 × ３／１０００ ＝ １３，１４０円 

 
（２）特別加入保険料の月割計算の考え方 

 
  年度途中で新たに特別加入した者及び特別加入者でなくなった者で、届出により承認を受け

た者の保険料については、特別加入期間の月数に応じた月割計算が認められています。 
 
 月割計算の方法は次のとおりです。 
① 保険料算定基礎額を１２で除します。（円未満の端数は１円に切り上げます。） 

   （Ｐ８「特別加入保険料算定基礎額表」中の「１カ月あたりの保険料算定基礎額」欄を    

参照。） 
② ①で得た額に加入月数（１カ月未満の期間がある場合は、これを１カ月に切り上げます。） 
を乗じます。 

  ③ ②で得た額（千円未満は切捨）に、第３種特別加入保険料率を乗じます。 
  ④ ③で得た額が、特別加入保険料となります。 
 
 ＜計算例＞ 既に承認を受けた特別加入者（給付基礎日額：１４，０００円）であって、新年

度も引き続き加入していたが、１０月３１日で帰国した場合の特別加入保険料。 
 
    ① ５，１１０，０００円 ÷ １２カ月 ＝ ４２５，８３４円 
    ② ４２５，８３４円 × ７カ月 ＝ ２，９８０，８３８円（千円未満切捨） 
    ③ ２，９８０，０００円 × ３／１０００ ＝ ８，９４０円 
 
（３）特別加入保険料の計算のしかた 

 
  前年度における特別加入者の保険料については、特別加入者各人の保険料算定基礎額を合計

し、この合計額の千円未満の端数を切り捨てた額に第３種特別加入保険料率を乗じた得た額と

なります。 
 
＜計算例＞ 既に承認を受けた、下記の特別加入者３名に係る前年度の特別加入保険料。 
  Ａ氏：１年間を通じて特別加入（給付基礎日額：１６，０００円） 
  Ｂ氏：１０月３１日に帰国（給付基礎日額：１４，０００円） 
  Ｃ氏：１１月１日より新規加入（給付基礎日額：１０，０００円） 
 
① 各人の保険料算定基礎額を算出します。 

    Ａ氏：５，８４０，０００円 
    Ｂ氏：２，９８０，８３８円（〔５，１１０，０００円 ÷ １２〕 × ７カ月） 
    Ｃ氏：１，５２０，８３５円（〔３，６５０，０００円 ÷ １２〕 × ５カ月） 
  ② 上記３名の保険料算定基礎額を合計します。 
    Ａ氏 ＋ Ｂ氏 ＋ Ｃ氏 ＝ １０，３４１，６７３円  
  ③ 上記合計額の千円未満を切り捨てた額に第３種特別加入保険料率を乗じて得た額が特別

加入保険料となります。 
１０，３４１，０００円 × ３／１０００ ＝ ３１，０２３円 
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３．確定保険料の申告及び納付 
 
  確定保険料は、前年度（４月１日から３月３１日まで）に継続して加入していた者、年度途

中で新規加入した者、特別加入者でなくなった者に係る保険料を計算して、前年度に納付され

た概算保険料を精算するものです。 
  精算の結果、前年度に納付された概算保険料より確定保険料が多い場合には、その差額を（新

年度概算保険料と合わせて）納付することになりますし、前年度に納付された概算保険料より

確定保険料が少ない場合には、その差額を新年度概算保険料に充当するか、還付することにな

ります。 
  保険料の計算方法については、前記２を参照ください。 
 
 
４．概算保険料の申告及び納付 
 
  概算保険料は、引き続き継続して特別加入する者及び新たに特別加入する者により保険料を

計算して、納付するものです。 
  概算保険料が２０万円以上になった場合には、３期分割納付（保険料の延納）が認められて

います。保険料の延納を希望する場合には、「労働保険概算・確定保険料申告書」の「⑰延納の

申請」欄に「３」を記入のうえ、「○22期別納付額」欄の第１期から第３期の納付額を計算して記

入してください。（Ｐ９「労働保険概算・確定保険料申告書」記載例を参照。） 
  概算保険料が２０万円未満の場合には、分割納付（延納）は認められませんので一括して納

付することになりますが、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合は概算保険料が 

２０万円未満でも、３期分割納付が認められています。 
 
 
５．「第３種特別加入保険料申告内訳」の作成 
 
「第３種特別加入保険料申告内訳」（海特様式第１号）は、労働保険概算・確定保険料申告書に

記載する申告額の内訳を記入するものです。（Ｐ１０「第３種特別加入保険料申告内訳」記載例

を参照。） 
  この様式は、労働保険概算・確定保険料申告書に添付して所轄労働基準監督署又は労働保険

徴収室に提出（郵送でも可）してください。 
労働保険概算・確定保険料申告書を直接金融機関へ提出した場合には、直接所轄の労働基準

監督署又は労働保険徴収室に提出（郵送でも可）してください。 
 
  一般拠出金については、特別加入者の場合該当しないため、記載しないでください。 
 
 
６．「第３種特別加入保険料申告内訳名簿」の作成 
 
「第３種特別加入保険料申告内訳名簿」（海特様式第２号）は、前年度中に特別加入者であった

者及び申告時において特別加入の承認を受けている者について記載するものです。 
（Ｐ１１「第３種特別加入保険料申告内訳名簿」記載例を参照。） 
  この様式は、労働保険概算・確定保険料申告書に添付して所轄労働基準監督署又は労働保険

徴収室に提出（郵送でも可）してください。 
労働保険概算・確定保険料申告書を直接金融機関へ提出した場合には、直接所轄の労働基準

監督署又は労働保険徴収室に提出（郵送でも可）してください。 
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７．「特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳」の作成 
 
  前記２の（２）により、年度途中で新たに特別加入した者及び特別加入者でなくなった者が

いた場合には、「特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳」（別紙様式第１号）を作成し

なければなりません。（Ｐ１２「特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳」記載例を参照。） 
  この様式は、労働保険概算・確定保険料申告書に添付して所轄労働基準監督署又は労働保険

徴収室に提出（郵送でも可）してください。 
労働保険概算・確定保険料申告書を直接金融機関へ提出した場合には、直接所轄の労働基準

監督署又は労働保険徴収室に提出（郵送でも可）してください。 
 
 
８．給付基礎日額の変更について 
 
既に承認を受けた給付基礎日額について、変更の希望がある場合には次の期間中に変更申請

の手続きが必要となります。（Ｐ１７「給付基礎日額の変更期間と手続書類」を参照。） 
なお、当該期間中以外での変更申請は認められませんのでご注意ください。 
① 前年度の）３月２日から３月３１日の間 

提出書類：給付基礎日額変更申請書（特様式第２号） 
② 年度更新期間（６月１日から７月１０日） 

提出書類：給付基礎日額変更申請書（特様式第２号）又は第３種特別加入保

険料申告内訳名簿（海特様式第２号）（「⑥給付基礎日額区分」

欄に給付基礎日額の変更を希望する旨を表示し、「⑦平成○○年

度給付基礎日額」欄に希望する給付基礎日額を記載する。） 
 
注１：②の期間中での申請の場合、変更を希望した特別加入者が４月１日から「給付基礎日

額変更申請書」又は「第３種特別加入保険料申告書内訳名簿」を行政が受付した日ま

でに災害が発生した場合は、その特別加入者の給付基礎日額変更は認められませんの

でご注意ください。 
注２：①の期間に給付基礎日額変更の申請をした特別加入者が、②の期間中に再度給付基礎

日額の変更申請をすることはできません。 
 
 
９．特別加入の加入・脱退手続きについて 
 
  以下の場合には、「特別加入に関する変更届」（様式第３４号の１２）の提出が必要となります。 

 
 ①特別加入を承認されている方の氏名、業務内容などに変更があった場合 
 ②派遣先の事業場の名称や所在地が変わった場合 
 ③派遣先の国が変わった場合 
 ④労働者として派遣されていた方が、中小事業の代表者などに就任した場合 
  ⑤中小事業の代表者などとして派遣されていた方が労働者となった場合 
 ⑥新たに海外派遣者となった方を追加して特別加入させる場合 
 ⑦帰国等により派遣先の事業に従事しなくなり、特別加入者の資格を失った方がいる場合 

 
特別加入に関する届は、原則、事前の提出が必要となります。年度更新時にまとめて提出す

ることのないように注意してください。 

また、この変更届が提出されていない場合、海外で被災した場合に保険給付を受けられない

場合も生じますので注意してください。 
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特に新たに特別加入する場合、承認年月日は、所轄労働基準監督署に変更届を提出した日の

翌日から起算して３０日の範囲内で特別加入者が希望する日となりますが、承認年月日前の災

害については保険給付の対象とはなりませんので、十分注意してください。（「特別加入に関す

る変更届」の記載例について、加入の場合はＰ１５を、脱退の場合はＰ１６を参照。） 
なお、新たに特別加入を希望する者が現実に派遣先の事業に従事することになり、海外での

業務内容が確定した場合には、「海外派遣に関する報告書」（特様式第５号）を遅滞なく所轄労

働基準監督署に提出しなければなりません。（Ｐ１４「海外派遣に関する報告書」記載例を参照。） 
 
 
１０. その他 
 
（１）補償の対象となる範囲について 

 
 特別加入している方については、業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付が 

行われます。 
 
＜ 労働者として海外派遣される方の場合 ＞ 

  国内の労働者の場合と同様、業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付を受け

ることができます。 
 
＜ 中小事業主等として海外派遣される方の場合 ＞ 

 ①業務災害について 
   保険給付の対象となる災害は、一定の業務を行っていた場合（業務遂行性が認められる範

囲）に限られています。したがって、次に該当しない場合には被災しても保険給付を受ける

ことができませんので注意してください。 
 
  ◎申請書類の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間内に行われる業務及び  

これに直接附帯する行為を行う場合。 
   （ただし、株主総会への出席などのように事業主の立場において行われる事業主本来の業

務を除きます。） 
  ◎労働者の時間外労働又は休日出勤に応じて就業する場合。 
  ◎労働者の就業時間に接続して行われる業務（準備、後始末行為を含みます。）を中小事業主

等のみで行う場合。 
  ◎就業時間内における事業主施設の利用中及び事業場施設内で行動中の場合。 
  ◎当該事業の運営のために直接必要な業務（事業主の立場において行う事業主本来の業務を

除く）のために出張する場合。 
  ◎通勤途上で次に該当する場合 
   イ）事業主が労働者のために用意した通勤用のマイクロバス等を利用している場合。 
   ロ）台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出動の途上にある場合。 
  ◎事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について、労働者を伴って出席した場合。 
 
②通勤災害について 
  基本的には国内の労働者の場合と同様に取り扱われます。 
 
＜ 留意事項＞ 

①派遣先への赴任途上における災害については、以下の要件すべてに該当する場合、業務災害

と認められます。 
  ○転居前の住居等から赴任先事業場に赴く途中で発生した災害であること。 
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  ○赴任先事業主の命令による赴任であり、合理的な経路及び方法による赴任であること。 
  ○赴任に直接必要でない行為あるいは恣意的行為により発生した災害でないこと。 
  ○赴任先事業主より旅費が支給されていること。 
 
②他人の暴行による災害又は風土病や伝染病による災害については、業務と関連があると認め

られる場合を除き、一般的に業務災害とは認められません。 
 
（２）海外派遣と海外出張の区別について 

 
  国内の事業場で就労していた方が海外で業務に従事するケースにはさまざまなものがありま

すが、大きく区分すると、「海外出張」の場合と「海外派遣」の場合が考えられます。 
 
  「海外出張」と「海外派遣」の定義（就業の形態）及び労災保険の適用についてまとめると、

以下のとおりとなります。 
 海外出張 海外派遣 
 
就業の形態 

 

 単に労働の提供の場が海外にあるにす

ぎず、国内の事業場に所属し、国内の事

業場の使用者の指揮に従って勤務する者 

 海外の事業場に所属して、

海外の事業場の使用者の指

揮に従って勤務する者 
 
労災保険の適用 

 

 所属する国内の事業場の労災保険によ

り給付が受けられます。 

 特別加入の手続きが行わ

れない限り、労災保険による

給付が受けられません。 

 
 「海外出張」と「海外派遣」のケースを一般的に例示すると、以下のとおりになります。 

 海外出張 海外派遣 

業務内容 

①商談 
②技術・仕様等の打ち合わせ 
③市場調査・会議・視察・見学 
④アフターサービス 
⑤現地での突発的なトラブル対処 
⑥技術習得等のために海外に赴く場合 

①海外関連会社（現地法人、提携先

企業等）へ出向する場合 
②海外支店、営業所へ転勤する場合 
③海外で行う建設工事（有期事業）

に従事する場合 
（統括責任者、工事監督者、一般作

業員等として派遣される者） 
 
 
  上記のとおり、「海外出張」の場合と「海外派遣」の場合とでは、労災保険の取扱いが異なり

ますので注意してください。 
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給付基礎 年間保険料 １ヵ月あたりの

日      額 算定基礎額 保険料算定基礎額
２か月 ３か月 ４か月 ５か月 ６か月 ７か月 ８か月 ９か月 １０か月 １１か月

25,000 9,125,000 760,417 1,520,834 2,281,251 3,041,668 3,802,085 4,562,502 5,322,919 6,083,336 6,843,753 7,604,170 8,364,587

24,000 8,760,000 730,000 1,460,000 2,190,000 2,920,000 3,650,000 4,380,000 5,110,000 5,840,000 6,570,000 7,300,000 8,030,000

22,000 8,030,000 669,167 1,338,334 2,007,501 2,676,668 3,345,835 4,015,002 4,684,169 5,353,336 6,022,503 6,691,670 7,360,837

20,000 7,300,000 608,334 1,216,668 1,825,002 2,433,336 3,041,670 3,650,004 4,258,338 4,866,672 5,475,006 6,083,340 6,691,674

18,000 6,570,000 547,500 1,095,000 1,642,500 2,190,000 2,737,500 3,285,000 3,832,500 4,380,000 4,927,500 5,475,000 6,022,500

16,000 5,840,000 486,667 973,334 1,460,001 1,946,668 2,433,335 2,920,002 3,406,669 3,893,336 4,380,003 4,866,670 5,353,337

14,000 5,110,000 425,834 851,668 1,277,502 1,703,336 2,129,170 2,555,004 2,980,838 3,406,672 3,832,506 4,258,340 4,684,174

12,000 4,380,000 365,000 730,000 1,095,000 1,460,000 1,825,000 2,190,000 2,555,000 2,920,000 3,285,000 3,650,000 4,015,000

10,000 3,650,000 304,167 608,334 912,501 1,216,668 1,520,835 1,825,002 2,129,169 2,433,336 2,737,503 3,041,670 3,345,837

9,000 3,285,000 273,750 547,500 821,250 1,095,000 1,368,750 1,642,500 1,916,250 2,190,000 2,463,750 2,737,500 3,011,250

8,000 2,920,000 243,334 486,668 730,002 973,336 1,216,670 1,460,004 1,703,338 1,946,672 2,190,006 2,433,340 2,676,674

7,000 2,555,000 212,917 425,834 638,751 851,668 1,064,585 1,277,502 1,490,419 1,703,336 1,916,253 2,129,170 2,342,087

6,000 2,190,000 182,500 365,000 547,500 730,000 912,500 1,095,000 1,277,500 1,460,000 1,642,500 1,825,000 2,007,500

5,000 1,825,000 152,084 304,168 456,252 608,336 760,420 912,504 1,064,588 1,216,672 1,368,756 1,520,840 1,672,924

4,000 1,460,000 121,667 243,334 365,001 486,668 608,335 730,002 851,669 973,336 1,095,003 1,216,670 1,338,337

3,500 1,277,500 106,459 212,918 319,377 425,836 532,295 638,754 745,213 851,672 958,131 1,064,590 1,171,049

3,000 1,095,000 91,250 182,500 273,750 365,000 456,250 547,500 638,750 730,000 821,250 912,500 1,003,750

2,500 912,500 76,042 152,084 228,126 304,168 380,210 456,252 532,294 608,336 684,378 760,420 836,462

2,000 730,000 60,834 121,668 182,502 243,336 304,170 365,004 425,838 486,672 547,506 608,340 669,174

（注１）2,000円～3,000円は家内労働者のみ適用されます。

（注2）特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切捨てとなります。

加　入　期　間　別　の　保　険　料　算　定　基　礎　額

特別加入保険料算定基礎額表（月割早見表）
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海特様式第１号

郵便番号（ - ）

電話番号（ - - ）

記名押印又は署名

（法人のときはその名称及び代表者の氏名）

郵便番号（ - ）

電話番号（ - - ）

 労働保険

 の

 事務組合

　記名押印又は署名

平成 ＸＸ 年度確定保険料 平成 ＸＸ 年度概算保険料

第３種特別加入保険料申告内訳
（ 海 外 派 遣 者 ）

平成 ＸＸ 年度確定 労働保険
番　　　号

府 県 所掌 管 轄 基　　幹　　番　　号 枝番号

0 3 1 0 1 1 2 3 4 5 6 3 0 1平成 ＸＸ 年度概算

給付基礎日額
保険料算定
基　礎　額 特別加入者数 保険料算定基礎額計 特別加入者数 保険料算定基礎額計

25,000円
9,125,000円

－

24,000円
8,760,000円

－

22,000円
8,030,000円

－

20,000円
7,300,000円

－

18,000円
6,570,000円 1 6,570,000 1 6,570,000

－

16,000円
5,840,000円 1 5,840,000 1 5,840,000

－ 1 4,380,003

14,000円
5,110,000円 1 5,110,000 1 5,110,000

－

12,000円
4,380,000円 1 4,380,000 1 4,380,000

－ 1 2,190,000

10,000円
3,650,000円

－

9,000円
3,285,000円

－

8,000円
2,920,000円

－

7,000円
2,555,000円

－

6,000円
2,190,000円

－

5,000円
1,825,000円

－

4,000円
1,460,000円

－

3,500円
1,277,500円

－

小　　計
特例計算以外の者 4 人 21,900,000 円 4 人 21,900,000 円

特例計算の者 2 人 6,570,003 円 人 円

合　　　　　　計 6 人 28,470,003 円 4 人 21,900,000 円

保険料算定基礎額総計 ① 28,470 千円 ② 21,900 千円

第３種特別加入保険料率 ③ １，０００ 分の ３ ④ １，０００ 分の ３

保　険　料　額 ①×③ 85,410 ②×④ 65,700

上記のとおり報告します。 020 0045

平成 XX 年 7 月 6 日 019 613 7777

住　所 盛岡市盛岡駅西通1-9-15

岩手 労働局労働保険特別会計歳入徴収官 殿 事 業 主

氏　名 (株)労働商事　代表取締役　労働　太郎 印

（注） 　概算保険料の記載にあたっては、申告時にお
いて特別加入の承認を受けている者のみを記
載し、これから承認を受ける見込の者は記載し
ないこと。
　確定保険料、概算保険料の上段には特例計
算以外の者、下段には特例計算の者を記載す
ること。

（労働保険事務組合に委託している場合のみ記載）

所在地

名　称

代表者氏名 印

記載例
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海特様式第２号

協 労 継 変

代 退

協 労 継 変

代 退

協 労 継 変

代 退

協 労 継 変

代 退

協 労 継 変

代 退

協 労 継 変

代 退

協 労 継 変

代 退

協 労 継 変

代 退

協 労 継 変

代 退

協 労 継 変

代 退

上記のとおり報告します。

郵便番号（ - ）

電話番号（ - - ）

記名押印又は署名

（法人のときはその名称及び代表者の氏名）

郵便番号（ - ）

電話番号（ - - ）

 労働保険

 の

 事務組合

　記名押印又は署名

46 沢内　智 韓国
Ｈ23.10.1より加入

12,000
12,000

5 滝沢　駿 台湾 14,000

16,000 1

18,000

平泉　杏心 アメリカ

台湾

(株)　労働商事　代表取締役　労働太郎

020

318,000宮古　雅紀

⑤
　　平 成　XX　年 度
　　給 付 基 礎 日 額

④
　　　派　遣　先　国　名

16,000

Ｈ24.3.31
帰国のため脱退

第３種特別加入保険料申告内訳名簿
（ 海 外 派 遣 者 ）

平成

平成

ＸＸ 年度

ＸＸ 年度
労働保険
番　　　号

所掌

代表者氏名 印

平成 ＸＸ 年 7 月

所在地

名　称

6 日

労働局労働保険特別会計歳入徴収官 殿

盛岡市盛岡駅西通1-9-15

（労働保険事務組合に委託している場合のみ記載）

（注）

①
平成XX年
度
整 理 番 号

岩手

印氏　名

事 業 主

019

住　所

1

613 7777

0045

⑧
　平成 XX 年
度
　 整 理 番 号

⑦
　平 成　XX　年 度
　給 付 基 礎 日 額

⑥
　給付基礎
　日額区分

13

府 県 枝番号

6 3 00 5

枚のうち 1 枚目

3 4

1

1

基　　幹　　番　　号管 轄

0

2

4

2 矢巾　廉 アメリカ 16,000

14,000

②
　特　別　加　入　者
　（派遣者）　氏名

3 12,000

Ｈ23.12.15
帰国のため脱退

1 2

③
　派　遣　者
　区　　　 分

1 紫波　和也 中国
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員票種別

目固回回同
|       |

◎裏面の注意事項を読んでから記載してください。
※印の欄は記載しないてください。 (職員が記載します。)

※ 受 付 年 月 ヨ

日

¨
¨
¨

一

］
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中

中
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一

キ
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‐ ‐‐ ‐
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一

澤

堰

厚じ夕碗勧多旅ダ会社 ― 彙れ呼可7tロエ霞ルヽ曜ムームー△

帰国等により、派遣先の事業に従事しなくなり特別瀬入者の
｀

資格を失った人がtヽ る場合には、この構に記載してください._

・
/́特

別力:入 を承認されている人の氏名、業嚢内容、
・
機

遺先の事業の名称や所在地、派遣する国などに変更
｀、̀があった場合には、この機に記載してください,

■ な載繰秒 12節

労働者災害補償保険

一
■

折
り
曲
げ
る
暑
合
に
は
い

の
所
で
折
り
曲
げ
て
く
だ
さ
い
。

(海外派遣者)

鶴議= D3 
‐らよう―XχイX

■

※この様式は、厚生労働雀ホームベニジからダウンEl―ドできます。
(http://vvvvw.rllい lw,3o.ip/bむoy3/roudoukttlun/rOusaihoKeno6/)

鰤エ

ヅ
孵

写え:ご海外派遣者となった人を追加して特別慾1

団体又は
事業主の住所

団体の名称又は

事業主の氏名

入
者

に
関
す

る
事
項

の
変

更

う
ち

一
部
に
変
更
が
あ
る
場
合

今回の変コ尋に係る者 合計 : /人
拿この用機 薔翅載しきれを 場ヽ 合には、理I筆に請 ること。

を生した者の

一
後一蒙

フリガナ  ロウ ドウ ′、す コ

特 51加 入 予 定 者

特
別
加
入
者

の
異
動

家
た
に
特
別
加
入
者
に
な
っ
た
者
）

異動年月日

年   月   日

変更決定を希望する日 覆 黎彊 震凛:藝量,■場 暉 Lt t轟 議鋼 :

平Aヽ ズ又年 ぶ月,ノ 日

:鍵を希望する日 (申請日から起算して14日 以内)

ムーム´

府
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種類 変更期間 手続書類

 3月2日から3月31日  給付基礎日額変更申請書 （特様式第2号）

 年度更新期間
 （6月1日から7月10日）

（給付基礎日額変更申請書 （特様式第2号））

 保険料・一般拠出金申告書内訳 （組様式第6号）

 一人親方等  3月2日から3月31日

 特定作業従事者
 年度更新期間
 （6月1日から7月10日）

 3月2日から3月31日  給付基礎日額変更申請書 （特様式第2号）

 年度更新期間
 （6月1日から7月10日）

（給付基礎日額変更申請書 （特様式第2号））

 第3種特別加入保険料申告内訳名簿 （海特様式第2号）

 給付基礎日額変更申請書 （特様式第2号）

給付基礎日額の変更期間と手続書類

 中小事業主等

 海外派遣者

 17



 

18 

事 務 連 絡 
平成２５年１１月２２日 

 

 労 働 保 険 事 務 組 合 各位 

 特 別 加 入 者 団 体 各位 

 海外派遣者特別加入事業場 各位 

 

 

岩手労働局 総務部 労働保険徴収室長 

 

 

特別加入申請書類の様式改正のお知らせ 

 

労働保険関係業務の運営につきましては、日頃より格別の御理解と御協力をいただ

き厚く御礼申し上げます。 

今般、特別加入の手続きを簡素化するために平成２５年１１月３０日から申請書類

などの様式を変更することとなりましたので、主要な様式を送付いたします。 

また、申請書手続きの留意事項を下記のとおり取りまとめましたのでご留意くださ

い。 

 

記 

 

１ 様式改正について 

① 用紙の入手は、インターネット、労働局又は監督署から 
 検索キーワードは  労災保険給付関係請求書等ダウンロード 

② 様式はインターネットからダウンロードしプリンタで印刷したものか、労働局又
は監督署から入手したものをお使いください。（複写機でコピーしたものは使用

しないでください。） 

③ 提出枚数は１通となります。控えが必要な場合は写しを添えてください。 
④  － 省略 － 
⑤ 様式34号の8（変更届・脱退申請書）の裏面に、事務組合名を記載する欄が追加
されました。 

 

２ 申請時の留意事項について 

①  － 省略 － 
② 変更届について、「変更決定を希望する日」が異なる内容を複数届ける場合は、
変更届は別様としてください。 
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事 務 連 絡 
平成２６年２月７日 

 

 労 働 保 険 事 務 組 合 各位 

 特 別 加 入 者 団 体 各位 

 海外派遣者特別加入事業場 各位 

 

 

岩手労働局 総務部 労働保険徴収室長 

 

 

労災保険の特別加入に関する申請書等の別紙（エクセル版）について 

 

労働保険関係業務の運営につきましては、日頃より格別の御理解と御協力をいただ

き厚く御礼申し上げます。 

先般、特別加入申請書類などの様式が平成２５年１１月３０日から変更されたとこ

ろですが、一般のパソコン上で申請書等を作成したいとの要望が厚生労働省によせら

れたことを踏まえ、厚生労働省ホームページにおいて「別紙」のExcel様式を掲載しま

したのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１ Excel様式の活用例 

特別加入予定者が多い場合などに、各様式の表面に「別紙に記載」と表記し、

「別紙」Excel様式を活用する（別添参照）。 

 

２ Excel様式の入手先 

① ダウンロード様式掲載箇所（厚生労働省ホームページ） 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/ 

② インターネット検索キーワードは 

 労災保険給付関係請求書等ダウンロード 

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/


別紙のエクセル様式の記入例

別紙エクセル様式を使用する場合の記入例

別紙に記載
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